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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 300 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

一時預かり事業に係る人員基準の見直し 

 

提案団体 

直方市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

一時預かり事業に係る人員配置要件の見直し 

 

具体的な支障事例 

一時預かり事業の実施においては、現行でも保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員による

支援を受けられる場合に、保育士１名で実施可能とする等の緩和がされているが、当市では、保育士不足が深

刻であり、国基準の一時預かり事業を実施できていない。 

そのため、市の単費で、保育士１名による独自の一時預かりを実施しているが、市独自の一時預かりでさえ、市

内の保育所 14 施設中１施設しか実施できていない状況にある。 

平成 28 年度の市独自の一時預かりの実施件数は延べ 20 件であり、「就職面接があり、他に預かりを行うあて

がない」等の理由で利用されており、突発的に需要が生じた際に需要に応える人員を確保することが重要であ

るが、現行の最低２人の人員配置要件を確保することに苦慮している。 

例えば、保育所等と一体的に一時預かり事業を実施し、当該保育所等の職員の配置が加配（配置基準より多く

配置）されており、その支援を受けられる場合で、利用児童数が少ない場合に、下記①又は②の人員配置で一

時預かり事業を実施できるよう求める。 

①保育士資格を有しないが当該施設で十分な業務経験を有する者１名 

②子育て支援研修修了者１名 

 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

保育士の確保が困難な地域において、小規模な一時預かり事業の実施が可能となり、地域の実情を踏まえた

保育ニーズにきめ細かく対応することができる。 

 

根拠法令等 

子ども・子育て支援法、児童福祉法、児童福祉法施行規則、一時預かり事業実施要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、熊本市 

 

○現在、本市では国基準の一時預かり事業を実施している施設は 12 施設あるが、人員配置が困難なため国基
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準の一時預かり事業が実施困難であると申し出を受けるケースが増えている。実施方法の緩和については検

討していただきたい。 

○本市における一時預かり事業の需要は年々高まっており、特に待機の方の利用が多い状況である。保育士

の確保については、本市の教育・保育施設で人員確保が困難となっている中、一時預かり事業を実施している

保育所は、さらに厳しい状況にあることから、一時預かりの受入人数を制限をするなどしている。 

○専任保育士が確保できず、一時預かりを休止した施設がある。 

 

各府省からの第１次回答 

 「一時預かり事業」については、「一時預かり事業実施要項」において、１日当たりの平均利用児童数が概ね３

人以下の場合については、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」第 23 条第２項に定める市町村

長が行う研修を終了した保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めた者（家庭的保育者）を

保育士とみなすことができることと定めており、ご要望の内容については現行制度下においても、市町村の判断

により、実施可能である。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 31 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の子どもの預かり場所の見直し 

 

提案団体 

高知県 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業）の子どもの預かり場所について、自宅以外のセン

ターが借り上げた施設においても預かりを可能とすること 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

ファミリー・サポート・センター事業は原則会員の自宅で預かりを行うものであり、センターが借り上げた施設で子

どもの預かりを行う場合は対象外とされている。 

しかしながら、当県では、多動性の発達障害があるなど、自宅での預かりが困難である特別な理由があり、セン

ターが借り上げた施設の利用が必要な事例が生じている。 

当該ケースでは、子どもが自宅にある物品を破損する可能性が高く、自宅での預かりができない。 

【制度改正の必要性】 

放課後子ども教室など複数の子どもを預かる他のサービスの場合、多動性の発達障害のある子どもは不穏状

態になりやすいため、１：１でサービスを提供するファミリー・サポート・センター事業で預かりを行う必要がある。

また、当該自治体には他の受け入れ可能な預かり制度がない。預かりの時間の柔軟性といった観点からも、フ

ァミリー・サポート・センター事業を利用できるようにする必要がある。 

会員からは、自宅での預かりに抵抗や不安があるという声があり、地域に開かれた施設での預かりを可能とす

ることで、子どもの状態にあった場所で預かりを実施することができるとともに、会員の場所の確保の負担が減

ることから、ファミリー・サポート・センター事業による預かりを利用・提供しやすくなる。 

 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ファミリー・サポート・センター事業は、預かりの時間や理由などに対して柔軟に対応できる事業である。 

要件を緩和することにより、子どもの預かりの制度の隙間で困っている保護者のニーズを満たすことができると

ともに、地域に開かれた場での預かりを行うことで、より地域における支え合いの輪が広がることが期待される。

 

根拠法令等 

児童福祉法第 6 条の 3 第 14 項、児童福祉法施行規則第 1 条の 32 の 4、子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター事業）実施要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 
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盛岡市、ひたちなか市、大阪府、箕面市、加西市、宇美町、新宮町、都城市 

 

○援助会員が少なく、遠方から支援せざるを得ない地域があり、遠方の援助会員の自宅へ連れ帰るのは現実

的ではなく、依頼会員の自宅での預かりには抵抗感があるため、当該地域で借り上げた施設での預かりが可能

となると、利用が促進される。 

○ファミリー・サポートセンター事業は、提供会員の自宅での預かりが原則となっているが、利用会員の中には、

自宅での預かりに不安や抵抗があり、利用に繋がらないケースがある。 

提供会員においても、自宅を提供することが困難な場合があり、公共施設等での預かりを希望する声が出てい

る。保護者のニーズは多様化しており、それに柔軟に対応できる体制づくりが必要であり、ファミリーサポートセ

ンター事業においてもより多くの人が利用しやすいしくみづくりが必要であると考える。預かり場所を公共施設等

に柔軟に設定できれば、提供可能な会員が増え、利用会員も安心して預けることができ、会員の増、利用の増

に繋がっていくと考える。 

○本市のファミリーサポートセンター事業においては，センターが借り上げた施設で子どもの預かりを行う例が，

平成 28 年度実績でおおむね２割程度（602 件）となっており，自宅で子どもを預かることに抵抗や不安がある会

員の預かり場所として大きな役割を果たしている。センターで借り上げた施設での実施を不可とした場合，減少

傾向にある提供会員がさらに減るおそれがある。 

○本市においては、援助を行う会員の数が、援助を受ける会員の数の２割に満たない状況であり、援助を行う

会員の確保が課題となっている。援助活動に理解及び熱意がある者であっても、自宅の広さや安全性、物品の

破損等のトラブル等に不安を覚えて、援助を行う会員となることに躊躇する者が少なくないと認識しているところ

であり、ファミリー・サポート・センターが借り上げた施設が当該事業の対象となれば、当該不安の解消及び援助

を行う会員の確保に資するものと考えられる。また、本市においては、援助を受ける会員から「希望する地域で

援助を受けられない」（子どもを預かる場所が原則として援助を行う会員の自宅であるところ、当該地域に援助を

行う会員がいない）との苦情を受けることもあり、ファミリー・サポート・センターが借り上げた施設が当該事業の

対象となれば、実質的な援助拡大となり、本事業の課題解消の一助ともなると考える。 

○現在のところ，本市では自宅での預かりを原則としているが，今後，利用の拡大へ向けて施設を活用した預か

りについて検討する必要もあると考えていることから，自宅以外の預りについて柔軟に対応をして欲しい。 

○当市でも同様に、依頼会員、協力会員ともに、会員宅での預かりに不安や抵抗を訴える声が多くあります。子

どもが協力会員宅の物品を壊したら迷惑がかかると事業利用を断念される方や、子育て家庭の援助活動をした

いと考えておられる方が自宅預かりでの不安から登録をやめられることもあり、会員の確保や活動に支障が出

ている現状です。現状と会員のニーズを踏まえ、ファミリー・サポート・センター事業の利用促進のため、子どもの

預かり場所の見直しの本提案に賛同します。 

○平成２７年度より事業を開始したが、自宅での預かりに限られた制度のため、預かりを希望する会員は増加

傾向であるが、預かる側の会員数が伸び悩んでいる状況にある。伸び悩んでいる要因の一つとして研修受講が

負担になることに加え、預かる場所も原則会員自宅となり、支障事例のとおり多動性の児童であれば、自宅預

かりに難色を示す会員も予想できる。また、地域における育児の相互援助活動推進及び多様なニーズへの対

応を事業目的に掲げており、見直し又は緩和することで事業の目的に資するものと考えられる。 

○自宅での 1 対 1 で預けることに不安な保護者への対応として，自宅外の預かりを認めることは必要。同事業

の今後の利用の拡大を図る上でも預かり場所の制限について緩和が必要。 

○多動性の発達障がいがあるケースについて、物損事故及び衝突事故等のリスクが高く、援助会員の受入が

進まない。また利用会員もそのことを理由に、利用を遠慮されてしまう。 

○こだわりが強く環境の変化に対応が難しい発達障がいを持つケースについて、場所や人に慣れるまで時間が

かかり泣き続けたりする場合があり、近所への遠慮等から自宅での預かりが難しいケースが発生している。 

○提供会員も依頼会員も預かる場所が提供会員の自宅ということに抵抗があり、なかなか活動が広がらない現

状がある。そこで、子育て支援センターなど開かれた場所で預かることにより、会員同士安心して利用・提供する

ことができる。また、１、２度子育て支援センター等で預かることで、提供会員が子どもの特性を理解でき、子ども

との信頼関係もできるため、提供会員の自宅での利用へと繋がっていくことが期待できる。 

 

各府省からの第１次回答 

当該事業は、援助を受けたい会員と援助を行いたい会員をマッチングする相互援助活動支援事業であり、預か

り場所は原則援助を行う会員の自宅としている。ただし、対象児童に特殊なニーズがある場合など自宅での預

かりが困難な場合で、両会員間で合意がある場合は施設での預かりも可能である。ただし、この場合において

も、１対１の預かりの原則は守られるべきものであることに留意いただきたい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 89 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の登録人数要件の見直し 

 

提案団体 

高知県 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

地方の実情に応じ、会員数 50 人未満の小規模な子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事

業）についても運営が可能な制度とすること 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

ファミリー・サポート・センターの運営については、50 人以上の会員が必要とされているが、ニーズがあるにも関

わらず、事業開始時に 50 人の会員を募ることが難しいという声が県内市町村から多数挙げられている。 

【現状】 

市町村単独で会員数 50 人の要件を満たせない場合、近隣の市町村と合同で事業の実施することができること

とされているが、市町村の面積が広く、他の自治体とのアクセスが悪い場合等に、実際に稼働できる提供会員

は同一市町村内に限られるため、合同で実施するメリットが乏しく、本県では、平成 16 年に高知市で開設されて

から、平成 28 年に佐川町で開設されるまで、県内では実施市町村が 1 市のみという状況が続いていた。 

【制度改正の必要性】 

ファミリー・サポート・センター事業を実施している高知市の実績を基に、県内の人口が少ない市町村で予測され

る依頼会員の人数を算出すると、15 人程度であり、実際に活動している依頼会員と提供会員の比率は３：２とな

っている。 

県内では、会員 50 人未満の場合に高知版ファミリー・サポート・センター事業を県単独費用で実施しているが、

おおむね 30 人程度登録会員がいれば体制を確保することができると考えている。 

昨年度高知版ファミリー・サポート・センターを開設した香南市についても、会員数が 50 人未満でも問題なく会

員の依頼に対応し、センターの運営が実施できている。 

登録人数要件を見直すことにより、小規模自治体においても、ファミリー・サポート・センターを設置しやすくなり、

地域の実情に応じて、子育て世帯の多様なニーズに柔軟に対応できるようになる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ファミリー・サポート・センター事業は、預かりの時間や理由などに対して柔軟に対応できる事業であり、子育てし

ながら働いている方への心強いサポートになるとともに、地域での支え合いが広がることも期待される事業であ

る。 

会員要件を緩和することにより、規模の小さな自治体においても、センターを設置しやすくなり、地域の実情に応

じて、子育て世帯の多様なニーズに柔軟に対応できるようになることが期待される。 
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根拠法令等 

児童福祉法第 6 条の 3 第 14 項、児童福祉法施行規則第 1 条の 32 の 4、子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター事業）実施要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

福島県、鳥取県、徳島県、佐賀県、宮崎県、沖縄県 

 

○本県は平成２７年１１月、国の基準である会員数５０名以上を満たすセンターの整備が県下全域で完了した

が、近隣の市町村による合同実施など、県下２４市町村に対して１３センターでカバーしている。小規模での実施

が可能になれば、多様なニーズによりきめ細かく対応できるようになると考える。 

○利用会員５０人未満では国庫の補助が受けられないが、広域で実施すると移動距離や移動時間の面から、

利用者の不便さが増すという支障が生じる。 

○会員数の要件により、国庫補助の対象とならないものの、市単独の事業としてファミリー・サポート・センターと

同内容の事業を実施している自治体があることから、自治体の規模等地域の実情に応じた運営には同調する。

○現在は解消されているが、当県においても過去に会員が集まらず、補助を受けられない自治体があった。 

○本県においても、３町において会員数が 50 人未満であり、単町費等で事業を実施しているケースがある。 

○本県においても、50 人未満の事業を対象とした独自事業を展開しているが、財源の確保に苦慮しており、要

件の緩和が望まれる。 

○要件が緩和されることにより、近隣市町村との合同実施が困難な離島市町村においても、地域のニーズに応

じた事業の実施が可能となり、子育て支援の充実を図ることができる。 

○本県内市町村では類似の活動を行っている民間団体があるが，会員数が支障となり，制度実施に至っていな

い。地域の子育て援助活動の確実な支援のために会員数の規制緩和は重要である。 

 

各府省からの第１次回答 

当該事業は、地域において子どもの預かりの援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員組織を設立し

て、会員間の相互援助活動を実施するものである。そのため、援助のニーズとニーズに対応できる体制がある

ことを前提に、交付要綱において、会員数区分ごとに基準額を定めており、その下限を会員数 50 人～99 人とし

ているが、まずは実態を把握してまいりたい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 271 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

児童養護施設における看護師配置の基準の緩和 

 

提案団体 

兵庫県、滋賀県、京都府、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

国において、児童養護施設の小規模化等を推進しているなか、児童入所施設措置費等国庫負担金における看

護師加算を受ける要件は、「医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上」で据え置かれており、医療的ケアの実

施に支障が生じていることから、医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上という要件を児童養護施設等の小

規模化に対応できるよう大幅に見直すこと。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

児童養護施設では、児童被虐など不適切な療養による被害の症状として、低身長、低体重、夜尿症をはじめ、

攻撃性や衝動性をコントロールするための投薬管理や医療的な指示助言等多様な行動上の障害に対する医療

ケアを必要とする児童が増えている。そのため、医療的支援体制の強化を目的に児童養護施設等への看護師

配置が可能となっており、平成 22 年度から医療的ケアが必要な児童数が 20 名から 15 名に要件が緩和され

た。 

また、国においては、「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」を発出し、各施設におい

て小規模化・地域分散化等を進めており、本県でも、「兵庫県家庭的養護推進計画（平成 27～平成 41 年度）」

を取りまとめ、施設の小規模化等に取り組んでいる。 

【支障事例】 

本県の施設では、平成 27 年度で 130 人の児童が医療的ケアを必要としているが、通院に際して、児童が急に

体調が悪くなった際などに、児童指導員では緊急的な対応ができず困ってしまった例がある。県としては、医療

的ケアが必要な児童は看護師が配置されている施設に入所するよう努めたいが、本県の児童養護施設（19 施

設、地域小規模６施設）のうち、看護師がいる施設は１施設のみであり、看護師の配置が大きな課題となってい

る。 

児童養護施設等の小規模化を国が進めているなか、医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上という基準は施

設の実情に合っていないことから、当該基準が緩和されなければ看護師の配置が進まず、多くの施設でこうした

支障が発生することを強く懸念しており、現場の実態に合わせた基準の見直し及び必要な支援を求めたい。 

※（一社）兵庫県児童養護連絡協議会からも同様の要望がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

医療的ケアが必要な児童や被虐待児童へのきめ細かい対応が可能となり、児童の安心・安全な養育に資する

ことができる。 

 

根拠法令等 

通番８
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平成 24 年４月５日付 雇児発第 0405 号第 11 号  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第６ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

長野県、大分県 

 

○国は児童養護施設等の小規模化を進めており、本県でも児童養護施設９カ所のうち大舎施設は１カ所で、定

員も４０名以下の施設がほとんどであるなど小規模化が全国に先駆けて進んでいる。こうした中、医療的ケアを

必要とする児童が 15 人以上という基準は施設の実情に合っておらず、施設側から規制緩和の要望が出てい

る。 

○改正必要。運営する立場からすれば、人材確保の面で旅費･交通費の補助対象の特例を設けることは助かる

ことであると思う。本県でも高齢化に伴う指導者不足・校区の広域化が進むなか、各市町村が運営に苦慮してい

る実情がみられる。 

○県内の施設では、平成 27 年度で 100 人の児童が医療的ケアを必要としている。通院等については児童指導

員が対応しているが、個別的な対応が必要となるため各施設には大きな負担となっている。本県の児童養護施

設（14 施設、地域小規模 6 施設）のうち、看護師がいる施設は 3 施設であるが、全施設に医療的ケアの必要な

児童が入所しており、各施設に分散している状況である。児童養護施設の小規模化を国が進めているなか、医

療的ケアを必要とする児童が 15 人以上という基準は施設の実情に合っていない。当該基準が緩和されなけれ

ば、看護師配置が進まず、今後も児童養護施設職員へ負担を強いることとなる。よって、現場の実態に合わせ

た基準の見直し及び必要な支援を求めたい。 

 

各府省からの第１次回答 

ご提案の内容については、『新たな社会的養育の在り方に関する検討会』における児童養護施設等の小規模化・地

域分散化の推進に関する議論等を踏まえ、検討していきたい。 

通番８
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 22 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

水道法に基づく給水区域の縮小に係る許可基準の明確化 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

水道法において、区域内から給水申請の申し込みがあった場合、地形等の諸条件から上水道管の新設または

施設の増設に膨大な費用がかかることが想定されても、拒否することができないと定められている。そこで、水

道法に基づく給水区域縮小に係る許可基準の明確化を求める。 

 

具体的な支障事例 

山間部にある事業所から給水申請の申し込みがあり、現行の水道法では拒否することができないため、給水に

使用する井戸の掘削に 1,000 万円程度の建設費が掛かった。更に近年、水質異常の兆候が見られるため水質

浄化の簡易装置 3,000 万円（ランニングコストは別途）を新設する計画がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

水道法に基づく許可基準が明確化されることにより、給水設備の施工に膨大な費用を要する地域が給水区域か

ら外れれば給水義務がなくなり、建設費のすべてが個人負担となり、企業会計を圧迫する山間部の水道建設費

の削減が図れる。今後の水道事業経営は、アセットマネジメントを行い健全経営を目指す中で、人の居ない地域

を給水区域から外し、縮小することで健全経営が図れる。今後の人口縮小で、コンパクトな街が求められている

中で社会資本がまとまり行政において利点がある。 

 

根拠法令等 

水道法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、徳島県 

 

○水道法第 15 条第 1 項の給水義務との関係で，なかなか難しい問題であるが，水道経営の基盤強化の問題

も関係することから，水道法に基づく給水区域縮小に係る許可基準の明確化も必要である。 

○本団体では、給水区域が広大で水道管延長が長いことから、水道施設の建設費や維持管理費が他都道府

県と比べ割高となっている。給水区域縮小に係る許可基準の明確化が図られることは、全国に比べ、過疎化が

進み、地域の人口が大きく減少することが予想される中、これまでの事業計画や給水区域の見直しを容易にし、

水道事業の基盤強化を促進するものと認識している。 

 

 

通番29
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各府省からの第１次回答 

○ 水道事業者が給水区域を縮小する場合とは、その事業の一部を廃止することであるため、水道法（昭和 32

年法律第 177 号）（以下「法」という。）第 11 条（事業の休止及び廃止）の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を

受けることにより、その事業の一部を廃止し給水区域を縮小することが可能である。 

○ 許可の要件や申請手続について、法令上詳細は規定されておらず、水道事業を休止又は廃止後の当該地

域の他の手段による水の獲得見込み等を勘案して総合的に判断することとしている。 

○ 平成 28 年 11 月に厚生科学審議会生活環境水道部会水道事業の維持・向上に関する専門委員会におい

て取りまとめられた報告書「国民生活を支える水道事業の基盤強化に向けて講ずべき施策について」において

は、人口減少社会において水道事業者等は、給水体制を適切な規模に見直すことが重要であるとされ、国は給

水区域の縮小等制度運用の改善などの具体的な措置を検討すべきとされている。 

○ これを受け、厚生労働省として、第 193 回通常国会に提出した「水道法の一部を改正する法律案」におい

て、法第 11 条の事業の休止及び廃止の許可に関する具体的な手続を厚生労働省令で定めることを明確化し

た。 

○ 今後、法律案の早期審議・成立に向け努力するとともに、同法律案に委任された省令において、水道事業

の一部又は全部の休廃止に係る許可基準及び申請手続の明確化を図ることとしたい。 

【参照条文】 

水道法 

（事業の休止及び廃止）  

第十一条  水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事

業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。（以下、略）  

２  （略） 

通番29
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣官房 第１次回答 

 

管理番号 183 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

文化財保護行政の所管組織の選択制 

 

提案団体 

鳥取県、山口県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、文部科学省 

 

求める措置の具体的内容 

 現在、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「文化財保護法」により教育委員会が所管すること

となっている文化財保護行政について、地方自治体の選択に従い首長部局でも所管できるようにする。 

 

具体的な支障事例 

・平成 19 年の地教行法の改正によりスポーツに関することが首長部局でも実施可能となった。鳥取県において

は競技スポーツ等に関する事務について首長部局で実施することにより、観光振興、地域活性化と一体となっ

た取組が可能となり、ジャマイカの陸上チームの合宿地に選ばれるなど、首部局で実施することによる効果があ

った。 

・道路建設に伴い行われる埋蔵文化財の発掘調査については、工事計画にあわせ首長部局から教育委員会に

委託することにより実施されているが、文化財に関する事務を首長部局で実施することにより、調査手続きが簡

素化できるとともに、貴重な遺構等が発見された場合、ルートや工法の変更、遺構見学者のための駐車場の整

備など迅速に対応が可能となる。 

・文化財の学術的価値を十分に踏まえた上で、首長部局の複数部局が横断的に連携することにより、観光、商

工、地域振興など視点から、新たな地域資源として活用することについてスムースな検討が可能となる。 

  例）・テーマ性をもった観光ルートの設定（点としての文化財の指定から面としての活用へ） 

・文化財を核としたまちづくりの推進 

・伝統工芸品などの振興による産業の活性化 など 

・鳥取県の中部地震の復興については、住宅の復旧が６割程度なのに対し、伝統的建造物群の文化財につい

ては１割も修繕が終わっていないなど、復旧事業が遅れている状況にある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・地方の魅力や産業の付加価値を生み出す拠点として地域活性化や地域経済への波及などの効果が期待でき

る重要な文化資源である文化財の保護・保存、活用までを、学術的価値を十分に踏まえた上で、観光振興や産

業振興を担う首長部局で一体的に実施することで、既存の文化行政の枠組みにとらわれず、様々な分野と連動

した柔軟な文化財の活用を図ることができ、新たな社会的･経済的価値の創出が期待できる。 

・また、災害復旧への迅速かつ機動的な対応を可能にするため、首長部局が文化財行政も所管できるようにす

ることが必要である。 

・なお、首長部局において文化財の保護と活用の両面を実施することにより懸念される、保護の側面が後退しな

いよう、文化財の保護等の学術的側面に明るい専門家を職員として配置するとともに、現在、教育委員会に条

例の定めるところにより設置することができる、とされている「地方文化財保護審議会」について、首長部局への

移管の際は必置のものとする。 
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根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

文化財保護法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、徳島市、鹿児島県 

 

○文化財の活用の観点から考えた場合，部局が異なっていることにより，横の連携がうまくいかず，史跡の整

備・パンフレット作成等，別々に実施・作成するケースが多く，効率が悪いため，市長部局が埋蔵文化財を含め

た文化行政も所管できるような制度改正が必要に思われる。 

○文化財を活用した地域活性化の施策の必要性が全国的に求められている現状、本市においても文化財の本

質的価値を維持しながら、地域の歴史や文化を魅力的な形で伝え、文化財の新たな活用施策を展開するため

の取り組みをはじめている。今後、文化財の活用については、教育委員会部局だけではなく、都市整備部、経済

部、市民環境部において側面的に歴史・文化に関わる施策を行っている市長部局と横断的・一体的な実施によ

り施策効果を高めることが期待できる。 

 

各府省からの第１次回答 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律における文化財保護に係る事務の所管については、平成 25 年

12 月 13 日中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」で「文化財保護に関する事務につい

ては、政治的中立性や継続性・安定性の確保が求められる。そのほかに、文化財は国民共通の貴重な財産で

あり、一旦滅失、毀損すれば原状回復が不可能であるといった特性や、首長部局が行う開発行為との均衡を図

る必要等がある」ため、「教育行政部局が担当する必要がある。」と整理している。 

 これに加え、平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調査会報告「今後の文化財保護行政の在

り方について」においては、「どのような機関が文化財保護に関する事務を管理し、及び執行することとなるとし

ても、下記の４つの要請を十分に勘案し、これらをどのように担保するかという観点から制度設計を行うべき」と

しており、４つの要請として、「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性、継続性・安定性の確保」「開発行為

との均衡」「学校教育や社会教育との連携」を挙げている。 

 また、実態としては、地方自治法に基づく事務委任・補助執行等によって柔軟な運用が可能となっているとこ

ろ。なお、支障として円滑な連携が図られない恐れが提案にあげられているが、所管がどこにあったとしても文

化財部局と他の部局との緊密な連携は重要であり、必ずしも首長部局に所管がないことのみに起因するもので

はないと考える。 

 なお、文化庁の機能強化の観点から、様々な検討を始めているところ。 

文化財保護に係る事務の所管についても、そうした議論の中で、過去の議論や運用実態等も整理し、４つの要

請に応える制度的な仕組みを検討することになる。現在、文化審議会文化財分科会企画調査会において文化

財保護法改正を視野に、これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について検討しており、年

内を目途に結論を出す予定であるため、同調査会における検討課題として取り扱われることになる。 

通番39-①

63



平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

文部科学省 第１次回答 

 

管理番号 183 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

文化財保護行政の所管組織の選択制 

 

提案団体 

鳥取県、山口県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、文部科学省 

 

求める措置の具体的内容 

 現在、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「文化財保護法」により教育委員会が所管すること

となっている文化財保護行政について、地方自治体の選択に従い首長部局でも所管できるようにする。 

 

具体的な支障事例 

・平成 19 年の地教行法の改正によりスポーツに関することが首長部局でも実施可能となった。鳥取県において

は競技スポーツ等に関する事務について首長部局で実施することにより、観光振興、地域活性化と一体となっ

た取組が可能となり、ジャマイカの陸上チームの合宿地に選ばれるなど、首長部局で実施することによる効果が

あった。 

・道路建設に伴い行われる埋蔵文化財の発掘調査については、工事計画にあわせ首長部局から教育委員会に

委託することにより実施されているが、文化財に関する事務を首長部局で実施することにより、調査手続きが簡

素化できるとともに、貴重な遺構等が発見された場合、ルートや工法の変更、遺構見学者のための駐車場の整

備など迅速に対応が可能となる。 

・文化財の学術的価値を十分に踏まえた上で、首長部局の複数部局が横断的に連携することにより、観光、商

工、地域振興など視点から、新たな地域資源として活用することについてスムースな検討が可能となる。 

  例）・テーマ性をもった観光ルートの設定（点としての文化財の指定から面としての活用へ） 

・文化財を核としたまちづくりの推進 

・伝統工芸品などの振興による産業の活性化 など 

・鳥取県の中部地震の復興については、住宅の復旧が６割程度なのに対し、伝統的建造物群の文化財につい

ては１割も修繕が終わっていないなど、復旧事業が遅れている状況にある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・地方の魅力や産業の付加価値を生み出す拠点として地域活性化や地域経済への波及などの効果が期待でき

る重要な文化資源である文化財の保護・保存、活用までを、学術的価値を十分に踏まえた上で、観光振興や産

業振興を担う首長部局で一体的に実施することで、既存の文化行政の枠組みにとらわれず、様々な分野と連動

した柔軟な文化財の活用を図ることができ、新たな社会的･経済的価値の創出が期待できる。 

・また、災害復旧への迅速かつ機動的な対応を可能にするため、首長部局が文化財行政も所管できるようにす

ることが必要である。 

・なお、首長部局において文化財の保護と活用の両面を実施することにより懸念される、保護の側面が後退しな

いよう、文化財の保護等の学術的側面に明るい専門家を職員として配置するとともに、現在、教育委員会に条

例の定めるところにより設置することができる、とされている「地方文化財保護審議会」について、首長部局への

移管の際は必置のものとする。 
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根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

文化財保護法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、徳島市、鹿児島県 

 

○文化財の活用の観点から考えた場合，部局が異なっていることにより，横の連携がうまくいかず，史跡の整

備・パンフレット作成等，別々に実施・作成するケースが多く，効率が悪いため，市長部局が埋蔵文化財を含め

た文化行政も所管できるような制度改正が必要に思われる。 

○文化財を活用した地域活性化の施策の必要性が全国的に求められている現状、本市においても文化財の本

質的価値を維持しながら、地域の歴史や文化を魅力的な形で伝え、文化財の新たな活用施策を展開するため

の取り組みをはじめている。今後、文化財の活用については、教育委員会部局だけではなく、都市整備部、経済

部、市民環境部において側面的に歴史・文化に関わる施策を行っている市長部局と横断的・一体的な実施によ

り施策効果を高めることが期待できる。 

 

各府省からの第１次回答 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律における文化財保護に係る事務の所管については、平成 25 年 12

月 13 日中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」で「文化財保護に関する事務について

は、政治的中立性や継続性・安定性の確保が求められる。そのほかに、文化財は国民共通の貴重な財産であ

り、一旦滅失、毀損すれば原状回復が不可能であるといった特性や、首長部局が行う開発行為との均衡を図る

必要等がある」ため、「教育行政部局が担当する必要がある。」と整理している。 

 これに加え、平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調査会報告「今後の文化財保護行政の在

り方について」においては、「どのような機関が文化財保護に関する事務を管理し、及び執行することとなるとし

ても、下記の４つの要請を十分に勘案し、これらをどのように担保するかという観点から制度設計を行うべき」と

しており、４つの要請として、「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性、継続性・安定性の確保」「開発行為

との均衡」「学校教育や社会教育との連携」を挙げている。 

  

 また、実態としては、地方自治法に基づく事務委任・補助執行等によって柔軟な運用が可能となっているとこ

ろ。なお、支障として円滑な連携が図られない恐れが提案にあげられているが、所管がどこにあったとしても文

化財部局と他の部局との緊密な連携は重要であり、必ずしも首長部局に所管がないことのみに起因するもので

はないと考える。 

なお、文化庁の機能強化の観点から、様々な検討を始めているところ。 

文化財保護に係る事務の所管についても、そうした議論の中で、過去の議論や運用実態等も整理し、４つの要

請に応える制度的な仕組みを検討することになる。現在、文化審議会文化財分科会企画調査会において文化

財保護法改正を視野に、これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について検討しており、年

内を目途に結論を出す予定であるため、同調査会における検討課題として取り扱われることになる。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣官房 第１次回答 

 

管理番号 224 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

文化財を活用した観光振興、地域振興を図るための法制の見直し 

 

提案団体 

大分県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、文部科学省 

 

求める措置の具体的内容 

文化財の保護に関する事務を都道府県知事の直接実施できるよう、地教行法（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律）の改正を求めるもの。具体的には、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財の

保護に関する事務を管理・執行できるようにするもの。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 国はもとより、地方を挙げて文化財を活用した観光振興や地域振興が進められている中、文化財の保護に関

する事務は、地教行法第 23 条の規定により、教育委員会から都道府県知事に移管できないこととなっている。 

 大分県では、平成 30 年開催予定の「第 33 回国民文化祭おおいた 2018、第 18 回全国障害者芸術･文化祭お

おいた大会」をはじめとして、同年の「国東半島宇佐地域・六郷満山開山 1300 年誘客キャンペーン」や「世界温

泉地サミット」など、文化財を活用した地域振興を図る絶好の機会が控えているが、現行法では、文化財関係の

重要な意思決定は教育委員会が行うことから、機動性に欠けるとともに、観光・地域振興部門との連携が図られ

ないおそれがある。 

【具体的な支障事例】 

湯けむり景観保存事業（所管：文化庁）とまちづくりとの連携について 

・平成 24 年に大分県別府市の明礬・鉄輪地区が重要文化的景観「別府の湯けむり景観」に選定された。所管は

別府市教育庁と大分県教育庁が担当（いずれも文化財所管課）。 

・一方で、同地区内で「まちづくり交付金事業」（所管：国土交通省）による温泉を活用した地獄蒸し工房建設が

進行。所管は別府市首長部局と大分県首長部局が担当。（いずれも観光振興所管課） 

・文化庁からは、「工房建設については、市が策定した湯けむり景観保存事業計画に記載がなく、そもそも文化

的景観にもなじまない。」とする指導があった。 

・景観や文化財保存に係る事業（文化財保護）とまちづくり事業（観光・地域振興）の執行管理を一体的・一元的

に実施する体制ができていれば、こうした問題は未然に防ぐことができたと考えている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 知事（知事部局）が文化財保護行政を直接実施することが可能となることで、文化財の「保護」と「活用」の一体

的な実施や、より効果的な観光振興、地域振興、ひいては地方創生を図ることができる。 

 

根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 23 条第 1 項第 2 号 
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鹿児島県 

 

― 

 

各府省からの第１次回答 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律における文化財保護に係る事務の所管については、平成 25 年

12 月 13 日中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」で「文化財保護に関する事務につい

ては、政治的中立性や継続性・安定性の確保が求められる。そのほかに、文化財は国民共通の貴重な財産で

あり、一旦滅失、毀損すれば原状回復が不可能であるといった特性や、首長部局が行う開発行為との均衡を図

る必要等がある」ため、「教育行政部局が担当する必要がある。」と整理している。 

 これに加え、平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調査会報告「今後の文化財保護行政の在

り方について」においては、「どのような機関が文化財保護に関する事務を管理し、及び執行することとなるとし

ても、下記の４つの要請を十分に勘案し、これらをどのように担保するかという観点から制度設計を行うべき」と

しており、４つの要請として、「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性、継続性・安定性の確保」「開発行為

との均衡」「学校教育や社会教育との連携」を挙げている。 

 また、実態としては、地方自治法に基づく事務委任・補助執行等によって柔軟な運用が可能となっているとこ

ろ。なお、支障として円滑な連携が図られない恐れが提案にあげられているが、所管がどこにあったとしても文

化財部局と他の部局との緊密な連携は重要であり、必ずしも首長部局に所管がないことのみに起因するもので

はないと考える。 

 なお、文化庁の機能強化の観点から、様々な検討を始めているところ。 

文化財保護に係る事務の所管についても、そうした議論の中で、過去の議論や運用実態等も整理し、４つの要

請に応える制度的な仕組みを検討することになる。現在、文化審議会文化財分科会企画調査会において文化

財保護法改正を視野に、これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について検討しており、年

内を目途に結論を出す予定であるため、同調査会における検討課題として取り扱われることになる。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

文部科学省 第１次回答 

 

管理番号 224 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化 

 

提案事項（事項名） 

文化財を活用した観光振興、地域振興を図るための法制の見直し 

 

提案団体 

大分県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、文部科学省 

 

求める措置の具体的内容 

文化財の保護に関する事務を都道府県知事の直接実施できるよう、地教行法（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律）の改正を求めるもの。具体的には、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財の

保護に関する事務を管理・執行できるようにするもの。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 国はもとより、地方を挙げて文化財を活用した観光振興や地域振興が進められている中、文化財の保護に関

する事務は、地教行法第 23 条の規定により、教育委員会から都道府県知事に移管できないこととなっている。 

 大分県では、平成 30 年開催予定の「第 33 回国民文化祭おおいた 2018、第 18 回全国障害者芸術･文化祭お

おいた大会」をはじめとして、同年の「国東半島宇佐地域・六郷満山開山 1300 年誘客キャンペーン」や「世界温

泉地サミット」など、文化財を活用した地域振興を図る絶好の機会が控えているが、現行法では、文化財関係の

重要な意思決定は教育委員会が行うことから、機動性に欠けるとともに、観光・地域振興部門との連携が図られ

ないおそれがある。 

【具体的な支障事例】 

湯けむり景観保存事業（所管：文化庁）とまちづくりとの連携について 

・平成 24 年に大分県別府市の明礬・鉄輪地区が重要文化的景観「別府の湯けむり景観」に選定された。所管は

別府市教育庁と大分県教育庁が担当（いずれも文化財所管課）。 

・一方で、同地区内で「まちづくり交付金事業」（所管：国土交通省）による温泉を活用した地獄蒸し工房建設が

進行。所管は別府市首長部局と大分県首長部局が担当。（いずれも観光振興所管課） 

・文化庁からは、「工房建設については、市が策定した湯けむり景観保存事業計画に記載がなく、そもそも文化

的景観にもなじまない。」とする指導があった。 

・景観や文化財保存に係る事業（文化財保護）とまちづくり事業（観光・地域振興）の執行管理を一体的・一元的

に実施する体制ができていれば、こうした問題は未然に防ぐことができたと考えている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 知事（知事部局）が文化財保護行政を直接実施することが可能となることで、文化財の「保護」と「活用」の一体

的な実施や、より効果的な観光振興、地域振興、ひいては地方創生を図ることができる。 

 

根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 23 条第 1 項第 2 号 
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鹿児島県 

 

 

 

各府省からの第１次回答 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律における文化財保護に係る事務の所管については、平成 25 年 12

月 13 日中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」で「文化財保護に関する事務について

は、政治的中立性や継続性・安定性の確保が求められる。そのほかに、文化財は国民共通の貴重な財産であ

り、一旦滅失、毀損すれば原状回復が不可能であるといった特性や、首長部局が行う開発行為との均衡を図る

必要等がある」ため、「教育行政部局が担当する必要がある。」と整理している。 

 これに加え、平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調査会報告「今後の文化財保護行政の在

り方について」においては、「どのような機関が文化財保護に関する事務を管理し、及び執行することとなるとし

ても、下記の４つの要請を十分に勘案し、これらをどのように担保するかという観点から制度設計を行うべき」と

しており、４つの要請として、「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性、継続性・安定性の確保」「開発行為

との均衡」「学校教育や社会教育との連携」を挙げている。 

  

 また、実態としては、地方自治法に基づく事務委任・補助執行等によって柔軟な運用が可能となっているとこ

ろ。なお、支障として円滑な連携が図られない恐れが提案にあげられているが、所管がどこにあったとしても文

化財部局と他の部局との緊密な連携は重要であり、必ずしも首長部局に所管がないことのみに起因するもので

はないと考える。 

なお、文化庁の機能強化の観点から、様々な検討を始めているところ。 

文化財保護に係る事務の所管についても、そうした議論の中で、過去の議論や運用実態等も整理し、４つの要

請に応える制度的な仕組みを検討することになる。現在、文化審議会文化財分科会企画調査会において文化

財保護法改正を視野に、これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について検討しており、年

内を目途に結論を出す予定であるため、同調査会における検討課題として取り扱われることになる。 
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